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高知県教育委員会 会議録 

令和４年４月定例委員会 

場所：教育委員室 

 

（１） 開会及び閉会に関する事項 

開会 令和４年４月１９日（火）１３：３０ 

閉会 令和４年４月１９日（火）１４：０８ 

 

（２）教育委員会出席者及び欠席者の氏名 

 出席者    教育長        長岡 幹泰 

教育委員       平田 健一 

         教育委員       永野 隆史 

         教育委員       森下 安子 

         教育委員       町田 美紀 

        教育委員       弥勒 美彦 

          

 

（３）高知県教育委員会会議規則第８条、第９条の規定によって出席した者の氏名 

  高知県教育委員会事務局 教育次長（総括）     合田 和穂 

       〃      教育次長         竹﨑  実 

〃      教育次長         黒瀬  渡 

〃      教育政策課長        鈴木 智哉 

〃      教職員・福利課長     中平 貢正（付議第 2号を除く） 

       〃      高等学校課長       並村  一（付議第 1号及び第 2号のみ） 

〃      高等学校振興課長     野田 健一（報告第 1号のみ） 

〃      教育政策課課長補佐    三谷 玲子 

〃      教育政策課教育企画担当チーフ  大前 拓也（会議録作成） 

       〃      教育政策課主査      前田つぼ美（会議録作成） 

 

（４）議事の大要及び教育長等の報告の要旨 

【冒頭】   

  教育長      ４月定例委員会を開催する。 

教育次長（総括） （提案説明） 

 教育長      付議第２号は個人の情報を含む議案のため、非公開の取り扱いとし

たいが、賛成の委員は挙手をお願いする。 

 各委員      全員挙手 

教育長      それでは、付議第２号を非公開の取扱いとする。 
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【報告第１号 （新）安芸中学校・高等学校のスクールカラー、校章及び校歌について                   

（高等学校振興課）】 

○高等学校振興課長 説明 

○質疑                                 

永野委員 

 

事務局 

 

永野委員 

 

事務局 

 

永野委員 

 

 

事務局 

色のサンプルがあった上でこの色に決定したのか。 

 

サンプルはない。 

 

文字で青と示しているのみになるか。 

 

そうである。 

 

青にも種類があるのでどう選んだのか気になった。いわゆる色番号の何

番の青だという指定はしていないということか。 

 

JIS規格で指定されている青という色を中心に考えていく。 

 

 

 

【専決処分報告第１号 高知県脱炭素社会推進本部設置規程の専決処分報告 （教育政策課）】 

○教育政策課長 説明 

○質疑                                 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

  【質疑等なし】 

 

専決処分報告第１号の承認を求める。承認する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

専決処分報告第１号を原案のとおり承認する。  

 

 

 

【専決処分報告第２号 令和３年度高知県児童生徒表彰受賞者の追加決定に関する専決処分

報告                   （教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑                                 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

  【質疑等なし】 

 

専決処分報告第２号の承認を求める。承認する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

専決処分報告第２号を原案のとおり承認する。  
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【付議第１号 へき地等学校等を指定する規則の一部を改正する規則議案（教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑                                 

教育長 

 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

 

平田委員 

 

 

事務局 

 

 

平田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

永野委員 

 

 

事務局 

 

 

永野委員 

 

事務局 

義務教育学校として１校になったため２級地が１級地になったというこ

とか。 

 

算定基準は同じだが、教員数をそれぞれの学校で見たときには５人と 11

人であったが、２校が合わさり 15人となり、教員数５人以下の場合の加点

がなくなったため、級地の指定が変わった。 

 

昨年度から在籍している教員の手当は据え置きか。 

 

昨年度から在籍している教員には２級地が適用され、この４月から赴任

した教員は１級地が適用される。 

 

同じ学校で勤務していても２級地の手当がつく人と１級地の手当がつく

人とがいることになる。 

 

資料７ページ「（参考）級地ごとの指定数」にある「見直し前」と「見直

し後」は令和３年度までと令和４年度からということか。 

 

「見直し前」は令和４年４月１日現在である。今回の大川小中学校は純

増ととらえていただきたい。 

 

２校が統合したことから２級地の指定数が減るかと思ったが、「見直し

前」と「見直し後」が両方６校ということで重複しているのか。 

 

この６校の中には大川小中学校は入っていない。大川小学校、大川中学

校は３月に廃校になっており、３月の規則改正で反映済みである。そのた

め、４月１日現在の「見直し前」には大川小学校、大川中学校は入ってお

らず、「見直し後」には（義務教育学校としての）大川小中学校が（１級地

に）追加されることになる。 

 

資料５ページの新旧対照表を見ると馬路小学校、馬路中学校は昭和 34

年から 60年間変わっていないようだが、状況に変化がないということか。 

 

算定点数に幅があるので、全てが前のままの数値であるかどうかは確認

する必要があるが、大きく言えばそういうことである。 

 

５級地だとおそらく沖の島小学校、中学校とかになるのか。 

 

そうである。 
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教育長 

各委員 

教育長 

付議第１号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第１号を原案のとおり議決する。 

  

 

 

【付議第２号 高知県産業教育審議会委員の任命議案          （高等学校課）】 

○高等学校課長 説明 

○質疑                                【非公開】 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 【非公開議案】 

 

 

付議第２号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第２号を原案のとおり議決する。 

       ※委員名簿は別紙のとおり 

 

 

（５）議決事項 

 

専決処分報告第１号及び第２号    原案どおり承認 

付議第１号及び第２号        原案どおり議決 

 

  


